
一
頁

構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条

」
を
「
及
び
第
二
十
三
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
八
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
そ
の
他
酒
類
」
の
下
に
「
（
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
酒
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
別

表
第
十
八
号
」
を
「
別
表
第
十
五
号
」
に
、
「
同
表
第
十
八
号
」
を
「
同
表
第
十
五
号
」
に
改
め
、
「
（
昭
和
二
十
八
年
法
律

第
六
号
）
」
を
削
り
、
「
及
び
次
条
」
を
「
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一

号
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め

、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
酒
税
法
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
別
表
第
十
八
号
の
二
」
を
「
別
表
第
十
六
号
」
に
、
「
同
表
第
十
八
号
の
二
」
を
「
同
表
第



二
頁

十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
二

十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十

六
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第

二
十
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
お
い
て
酒
税
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

清
酒
（
同
法
第
三
条
第
七
号
に
規
定
す
る
清
酒
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
十
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
免

許
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
同
号
に
お
い
て
「
清
酒
製
造
者
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
の
魅
力

の
増
進
に
資
す
る
施
設
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
第
三
号
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
清
酒
の
製

造
体
験
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
を
通
じ
て
地
域
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定

を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

（
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
定
め
ら
れ
た
同
表
第
十
七
号

に
掲
げ
る
特
定
事
業
の
実
施
主
体
で
あ
る
当
該
清
酒
製
造
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
計
画
特
定
清
酒
製
造
者
」
と

い
う
。
）
が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
所
在
す
る
当
該
認
定
計
画
特
定
清
酒
製
造



三
頁

者
が
清
酒
の
製
造
免
許
を
受
け
た
製
造
場
（
同
法
第
二
十
八
条
第
六
項
及
び
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
、
租
税
特
別
措
置
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
七
条
の
六
第
八
項
並
び
に
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
酒
類
の
製
造
免
許
を
受
け
た
製
造
場
と
み
な
さ

れ
た
場
所
並
び
に
既
に
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
製
造
場
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
既

存
の
製
造
場
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
申
請
を
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
構
造
改
革

特
別
区
域
内
に
所
在
す
る
一
の
場
所
（
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
当
該
特
定
施
設
（
第
七
項
第
三
号
に

お
い
て
「
認
定
計
画
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）
内
の
場
所
に
限
る
も
の
と
し
、
政
令
で
定
め
る
場
所
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

は
、
当
該
既
存
の
製
造
場
と
一
の
清
酒
の
製
造
場
と
み
な
し
て
、
酒
税
法
そ
の
他
酒
税
又
は
酒
税
の
保
全
に
関
す
る
法
令
の

規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
所
に
つ
い

て
、
酒
税
の
取
締
り
上
不
適
当
と
認
め
ら
れ
、
又
は
清
酒
の
製
造
体
験
に
係
る
設
備
が
不
十
分
と
認
め
ら
れ
る
事
情
が
あ
る

と
き
は
、
税
務
署
長
は
、
そ
の
承
認
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
に
係
る
既
存
の
製
造
場
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
主
製
造
場
」
と
い
う
。



四
頁

）
と
同
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
主
製
造
場
と
一
の
清
酒
の
製
造
場
と
み
な
さ
れ
た
場
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
体
験

製
造
場
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
酒
母
（
酒
税
法
第
三
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
酒
母
を
い
う
。
第
七
項
第
四
号
及
び
第

八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
も
ろ
み
（
同
条
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
も
ろ
み
を
い
う
。
第
七
項
第
四
号
及
び
第
八
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
移
動
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
承
認
を
し
た
税
務

署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

体
験
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
酒
類
に
係
る
酒
税
の
納
税
地
は
、
酒
税
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
体
験

製
造
場
に
係
る
主
製
造
場
の
所
在
地
と
す
る
。

５

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
体
験
製
造
場
に
お
い
て
酒
類
を
製
造
し
、
又
は
移
出
し
た
場
合
に
お
け
る
酒
税
の
保
全
及

び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
）
第
九
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び

に
第
八
十
六
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
体
験
製
造
場
に
お
い
て
製
造
し
、
又
は
移
出
し
た
酒
類
を
当
該
体

験
製
造
場
に
係
る
主
製
造
場
に
お
い
て
製
造
し
、
又
は
移
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

６

税
務
署
長
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
又
は
体
験
製
造
場
に
つ
い
て
、
酒
税
の
取
締
り
上
不
適
当
と
認
め
ら
れ
、
又

は
清
酒
の
製
造
体
験
に
係
る
設
備
が
不
十
分
と
認
め
ら
れ
る
事
情
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き



五
頁

る
。

７

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
に
、
第
一
項
の
承
認
は
、
そ
の
効

力
を
失
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
係
る
者
又
は
そ
の
相
続
人
（
包
括
受
遺
者
を
含
む
。
第
九
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
（
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
製
造
免

許
を
与
え
た
税
務
署
長
と
当
該
承
認
を
し
た
税
務
署
長
と
が
異
な
る
場
合
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

遅
滞
な
く
（
第
五
号
に
あ
っ
て
は
、
体
験
製
造
場
に
お
い
て
清
酒
の
製
造
を
廃
止
す
る
と
き
ま
で
に
）
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
承
認
を
し
た
税
務
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合

当
該
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
日

二

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
認
定
計
画
特
定
清
酒
製
造
者
で
な
く
な
っ
た
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

）

当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
認
定
計
画
特
定
清
酒
製
造
者
で
な
く
な
っ
た
日

三

体
験
製
造
場
の
所
在
す
る
特
定
施
設
が
認
定
計
画
特
定
施
設
で
な
く
な
っ
た
場
合
（
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

。
）

当
該
特
定
施
設
が
認
定
計
画
特
定
施
設
で
な
く
な
っ
た
日

四

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
体
験
製
造
場
に
つ
い
て
酒
税
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
酒
類
又
は



六
頁

酒
母
若
し
く
は
も
ろ
み
の
製
造
免
許
を
受
け
た
場
合

当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
当
該
製
造
免
許
を
受
け
た
日
の
前
日

五

体
験
製
造
場
に
お
け
る
清
酒
の
製
造
を
廃
止
し
た
場
合

当
該
清
酒
の
製
造
を
廃
止
し
た
日

六

酒
税
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
の
主
製
造
場
に
係
る
清
酒
の
製
造
免
許
に
付
さ
れ

た
期
限
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
期
限
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
延
長
後
の
期
限
。
次
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
経
過
し
た
場
合

当
該
期
限
が
経
過
し
た
日
の
前
日

七

主
製
造
場
に
係
る
清
酒
の
製
造
免
許
が
酒
税
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法
第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
取
り
消
さ
れ
た
場
合

当
該
清
酒
の
製
造
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
日

八

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
（
法
人
に
限
る
。
）
の
合
併
又
は
解
散
に
よ
り
主
製
造
場
に
係
る
清
酒
の
製
造
免
許
が
消

滅
し
た
場
合

当
該
清
酒
の
製
造
免
許
が
消
滅
し
た
日

九

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
（
個
人
に
限
る
。
）
が
死
亡
し
た
場
合

当
該
承
認
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
た
日

十

酒
税
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
て
主
製
造
場
を
移
転
し
た
場
合

当
該
主
製
造
場
を
移
転
し
た

日

８

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
時
に
当
該
酒
類
又
は
酒
母
若
し
く
は
も
ろ



七
頁

み
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
酒
類
等
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
体
験
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
酒
税
法
そ

の
他
酒
税
又
は
酒
税
の
保
全
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
酒
母
又
は
も
ろ
み
は
、
そ
の
他

の
醸
造
酒
（
酒
税
法
第
三
条
第
十
九
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
醸
造
酒
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
み
な

し
、
酒
母
又
は
も
ろ
み
の
製
造
者
は
、
そ
の
他
の
醸
造
酒
の
製
造
者
と
み
な
す
。

一

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
承
認
が
失
効
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
係
る
酒
類
等
（
酒
税
法
第
七
条
第
一

項
た
だ
し
書
又
は
第
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
も
の
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
体
験
製

造
場
に
現
存
す
る
と
き
（
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
酒
類
（
清
酒
に
限
る

。
）
の
製
造
又
は
販
売
の
継
続
を
認
め
ら
れ
た
場
合
（
前
項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項

第
六
号
の
期
限
の
経
過
又
は
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
く
製
造
免
許
の
取
消
し
と
同
時
に
同
法

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
清
酒
の
販
売
の
継
続
を
認
め
ら
れ
た
場
合
に
限
る
。
）
を
除
く
。

二

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
係
る
酒
類
等
が
そ
の
体
験
製

造
場
に
現
存
す
る
と
き
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

三

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
者
又
は
酒
税
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
主
製
造
場
に
係
る



八
頁

清
酒
の
製
造
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
次
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
そ
の
体
験
製
造
場
に
お
い
て
清
酒
を
製
成
し
た

と
き
。

９

第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
、
又
は
失
効
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
体
験
製
造

場
に
半
製
品
又
は
酒
類
が
現
存
す
る
と
き
は
、
税
務
署
長
は
、
当
該
承
認
に
係
る
者
（
合
併
に
よ
り
清
酒
の
製
造
免
許
が
消

滅
し
た
場
合
で
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
が
清
酒
の
製
造
免
許
を
受
け
な
い
と
き
は
当
該
法

人
を
含
み
、
第
七
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
酒
税
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
者
に
限
る
。
）
又
は
そ
の
相
続
人
（
同
法
第
十
九
条
第
二
項
又
は
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
者
に
限
る

。
）
の
申
請
に
よ
り
、
期
間
を
指
定
し
、
当
該
酒
類
（
清
酒
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
又
は
販
売

を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
酒
類
の
処
分
又
は
そ
の
体
験
製
造
場
か
ら
の
移
出
が
完
了
し

、
及
び
そ
の
酒
税
が
完
納
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
認
定
計
画
特
定
清
酒
製
造
者
と

み
な
し
て
、
こ
の
条
（
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の

10
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。



九
頁

酒
税
法

第
六
条
の
三
第
一
項
た

第
四
号
の
場
合
に
お
い

第
二
号
及
び
第
三
号
の
場
合
に
お
い
て
構

だ
し
書

て
、

造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
八
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
た
当
該
酒
類
等
並
び

に
第
四
号
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
た
当
該
酒
類
等
及
び

第
二
十
八
条
第
一
項
第

製
造
場
の

製
造
場
（
当
該
製
造
場
が
体
験
製
造
場
（

四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
十
七
条
第
三

項
に
規
定
す
る
体
験
製
造
場
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
体
験

製
造
場
に
係
る
主
製
造
場
（
同
項
に
規
定

す
る
主
製
造
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

）
の



一
〇
頁

第
二
十
八
条
第
七
項
、

場
所
の

場
所
（
当
該
場
所
が
体
験
製
造
場
で
あ
る

第
二
十
八
条
の
二
第
二

と
き
は
、
当
該
体
験
製
造
場
に
係
る
主
製

項
、
第
二
十
八
条
の
三

造
場
）
の

第
二
項
及
び
第
三
十
条

の
二
第
三
項

第
二
十
八
条
の
二
第
一

製
造
場
の
所
在
地

製
造
場
（
当
該
製
造
場
が
体
験
製
造
場
で

項
第
二
号
、
第
三
十
条

あ
る
と
き
は
、
当
該
体
験
製
造
場
に
係
る

の
二
第
一
項
及
び
第
二

主
製
造
場
）
の
所
在
地

項
、
第
三
十
条
の
四
第

二
項
、
第
四
十
四
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第

四
十
七
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
第
五
十



一
一
頁

条
の
二
第
二
項

第
三
十
条
第
五
項

場
所
の

場
所
（
当
該
場
所
が
体
験
製
造
場
で
あ
つ

た
と
き
は
、
当
該
体
験
製
造
場
に
係
る
主

製
造
場
）
の

第
三
十
条
の
二
第
二
項

（
第
六
条
の
三
第
五
項

（
第
六
条
の
三
第
五
項
又
は
構
造
改
革
特

別
区
域
法
第
二
十
七
条
第
八
項
後
段

、
第
六
条
の
三
第
一
項

、
第
六
条
の
三
第
一
項
又
は
同
法
第
二
十

七
条
第
八
項
前
段

、
第
六
条
の
三
第
五
項

、
第
六
条
の
三
第
五
項
又
は
同
法
第
二
十

七
条
第
八
項
後
段

第
三
十
条
の
二
第
二
項

又
は
第
三
号

若
し
く
は
第
三
号
又
は
構
造
改
革
特
別
区

第
二
号

域
法
第
二
十
七
条
第
八
項
各
号

第
五
十
条
第
一
項

そ
の
製
造
場

そ
の
製
造
場
（
当
該
製
造
場
が
体
験
製
造



一
二
頁

場
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
体
験
製
造
場
に

係
る
主
製
造
場
）

租
税
特
別
措
置
法

第
八
十
七
条
の
六
第
七

製
造
場
の

製
造
場
（
当
該
製
造
場
が
体
験
製
造
場
（

項

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法

律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
三
項

に
規
定
す
る
体
験
製
造
場
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き

、
又
は
次
項
前
段
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

酒
類
の
販
売
場
に
係
る
酒
類
の
製
造
場
が

体
験
製
造
場
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
体
験

製
造
場
に
係
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

主
製
造
場
）
の

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

11



一
三
頁

第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
別
表
第
十
八
号
の
三
」
を
「
別
表
第
十
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
の

三
第
十
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
八
条
の
三
第
五
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
五
項

」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と

す
る
。

第
三
十
一
条
を
削
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
別
表
第
二
十
二
号
」
を
「
別
表
第
二
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項

」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
都
市
計
画
法
の
特
例
）

第
三
十
二
条

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
の
市
街
化
調
整
区
域
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十

三
年
法
律
第
百
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
街
化
調
整
区
域
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
特
性
を
有
す
る

こ
と
に
よ
り
、
市
街
化
区
域
（
同
項
に
規
定
す
る
市
街
化
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
編
入
さ
れ
た

場
合
に
は
建
築
物
の
建
築
又
は
そ
の
敷
地
の
造
成
（
第
二
号
に
お
い
て
「
建
築
物
の
建
築
等
」
と
い
う
。
）
が
無
秩
序
に
行

わ
れ
る
お
そ
れ
が
特
に
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
二
十
二
号
に
お
い
て
「
特
定
市
街
化
調
整



一
四
頁

区
域
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
特
定
市
街
化
調
整
区
域
を
そ
の
施
行
地
区
（
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
十
九
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
施
行
地
区
を
い
う
。
同
表
第
二
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
含
む
土
地
区

画
整
理
事
業
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
を
い
い
、
同
法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
地
方
公
共
団
体
が
自
ら
施
行
す
る
こ
と
が
、
当
該
特
定
市

街
化
調
整
区
域
が
市
街
化
区
域
に
編
入
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
計
画
的
な
市
街
化
を
図
る
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
内
閣

総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
認
定
に
係
る
土
地
区
画
整
理

事
業
に
係
る
都
市
計
画
法
第
十
三
条
第
一
項
第
十
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
市
街
地
開
発
事
業
は
、
市

街
化
区
域
又
は
区
域
区
分
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
三
十
二
条
の
認
定
を
受
け
た
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区

域
計
画
（
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
定
め
ら
れ
た
土

地
区
画
整
理
事
業
は
」
と
す
る
。

一

周
辺
の
市
街
化
区
域
に
お
け
る
都
市
機
能
の
集
積
の
程
度
及
び
当
該
市
街
化
区
域
そ
の
他
の
地
域
と
の
交
通
の
利
便
性

が
特
に
高
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。



一
五
頁

二

土
地
の
利
用
状
況
の
著
し
い
変
化
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
建
築
物
の
建
築
等
に
対
す
る
需
要
が
著
し
く
増
大

し
て
い
る
こ
と
。

附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
中
「
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
五

特
定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業

第
二
十
五
条

十
六

特
産
酒
類
の
製
造
事
業

第
二
十
六
条

十
七

清
酒
製
造
者
に
よ
る
清
酒
の
製
造
体
験
事
業

第
二
十
七
条

十
八

民
間
事
業
者
に
よ
る
公
社
管
理
道
路
運
営
事
業

第
二
十
八
条

別
表
第
十
八
号
の
二
及
び
第
十
八
号
の
三
を
削
る
。

別
表
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
一

社
会
保
険
労
務
士
を
活
用
し
た
労
働
契
約
の
締
結
等
に
係
る
代
理
事
業

第
三
十
一
条

二
十
二

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
特
定
市
街
化
調
整
区
域
を
そ
の
施
行
地
区
に
含

第
三
十
二
条

む
土
地
区
画
整
理
事
業



一
六
頁

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
三
十
一
条
を
削
る
改
正
規
定
、
第
三
十
二
条
の
改
正

規
定
、
同
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
改
正
規
定
並

び
に
別
表
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定
及
び
附
則
第
四
条
中
国
家
戦
略
特
別
区
域
法

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
条
第
三
項
の
表
の
改
正
規
定
（
同
表
第
三
十
二
条
第
一
項
の
項
中
「
第
三
十
二

条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）

公

布
の
日

二

附
則
第
三
条
の
規
定

令
和
二
年
十
月
一
日

（
新
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
法
律
に
よ



一
七
頁

る
改
正
後
の
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
次
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
同
項
中
「
及
び
第
二
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
八
条
」
と
す
る
。

（
酒
税
法
の
特
例
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平

成
二
十
九
年
法
律
第
四
号
）
附
則
第
三
十
九
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
九
項
及
び
第
二
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
附
則
第
三
十
九
条
第
十
二
項
中
「
製
造
場
の

」
と
あ
る
の
は
、
「
製
造
場
（
当
該
製
造
場
が
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
七
条

第
三
項
に
規
定
す
る
体
験
製
造
場
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
体
験
製
造
場
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
主
製
造
場
）
の

」
と
す
る
。

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
三
項
の
表
第
二
十
八
条
第
四
項
の
項
中
「
第
二
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
四
項
」
に
、
「
別
表
第

十
八
号
」
を
「
別
表
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
項
中
「
第
二
十
八
条
の



一
八
頁

二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
の
項
中
「
第
二
十
八
条

の
二
第
四
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
四
項
」
に
、
「
別
表
第
十
八
号
の
二
」
を
「
別
表
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十

二
条
第
一
項
の
項
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
二
条

地
方
公
共
団
体
が
自
ら

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
が
自
ら

（
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
六
十
九
条
の
う
ち
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項

」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
六
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
と
な
る
場
合
に
は
、
前
条
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。



一
九
頁

理

由

経
済
社
会
の
構
造
改
革
及
び
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
清
酒
の
製
造
を
体
験
す
る
た
め
の
製
造
場
の
製
造
免
許
に
係
る

酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
の
特
例
措
置
及
び
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
特
定
市
街
化
調
整
区
域
を
そ
の
施
行
地
区

に
含
む
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
の
特
例
措
置
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


